
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

一

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
七
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地　
　
　
　

指
定
年
月
日

株
式
会
社
後
藤
商
会　
　
　

代
表
取
締
役　
　

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
辻
前
九
十
五
番
地　

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤　

芳
男　
　

八

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
八
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地　
　
　
　

指
定
取
消
し
の
年
月
日

仙
南
協
和
石
油
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
荒
町
五
八
番
地　

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
本　
　

博　
　

の
四

〇
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
九
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地　
　
　
　

指
定
取
消
し
の
年
月
日

株
式
会
社
ガ
ス
＆
ラ
イ
フ　

代
表
取
締
役　
　

東
松
島
市
矢
本
字
中
谷
地
八
番
地
の　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
原　

康
平　
　

一

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地　
　
　
　

指
定
取
消
し
の
年
月
日

高
野
石
油
株
式
会
社　
　
　

代
表
取
締
役　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
四
丁
目
十
六　

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
野　

仁
志　
　

番
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
二
号
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
三
〇
〇
二
二
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ワ
カ
メ
の
里

塩
釜
市
藤
倉
一
丁
目
十

八－

十
六

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ａ

型 

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
利
府
の

杜

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
一
日



　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
山
下
一
三
八
の
六
か
ら
一
三
八
の
八
ま
で

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
欠
入
西
一
八
の
五
、
一
八
の
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
八
の
一
〇
六
、

一
八
の
一
〇
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
八
の
一
〇
八
、
一
八
の
一
〇
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）、
一
八
の
一
一
一
、
一
八
の
一
一
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
八
の
一
一
八
、
一
八
の
一
二

一
か
ら
一
八
の
一
二
四
ま
で

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

欠
入
西
一
八
の
五
・
一
八
の
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
八
の
一
〇
六

か
ら
一
八
の
一
〇
八
ま
で
、
一
八
の
一
〇
九
・
一
八
の
一
一
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

　
　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
和
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
里
東
部
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

第2214号　平成22年12月７日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

就

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

氏　
　
　

名

阿

部　

定

今

野

博

史

尾

形

正

幸

佐

野

善

昭

柴

垣　

信

扇

玄

鈴

木

龍

一

齋

藤

昌
�

公

平

和

始

鈴

木

弥

弘

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
佐
野
八
号
十
二
番

地
二

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
清
水
江
百
七
番
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
後
袋
二
号
四
十
番

地
二

遠
田
郡
涌
谷
町
字
砂
田
前
四
十
八
番
地

遠
田
郡
美
里
町
福
ヶ
袋
字
岡
二
番
地

遠
田
郡
美
里
町
字
化
粧
坂
十
三
番
地

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
押
切
西
八
番
地

三遠
田
郡
美
里
町
青
生
字
松
ヶ
崎
七
十
九
番

地大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
竹
谷
六
十
三
番

地大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
西
向
袋
十
八
番

地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事



二　

退
任
し
た
者 
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平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
六
日

千

葉

正

二

中

塩

栄

一

繁

泉

勝

弘

直

枝

光

男

須

田

正

明

畑

中　

秀

庄

子

賢

一

東
松
島
市
大
塩
字
餅
田
十
三
番
地

石
巻
市
北
村
字
蛇
ヶ
沢
二
番
地
七

遠
田
郡
美
里
町
大
柳
字
宮
前
四
番
地

遠
田
郡
美
里
町
南
小
牛
田
字
江
の
内
六
十

番
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
千
代
窪
二
号
十
七

番
地
二

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
西
銭
神
三
十
二
番

地遠
田
郡
美
里
町
青
生
字
松
ヶ
崎
五
十
一
番

地

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

氏　
　
　

名

阿

部　

定

今

野

博

史

尾

形

正

幸

佐

野

善

昭

柴

垣　

信

扇

玄

鈴

木

龍

一

齋

藤

昌
�

公

平

和

始

鈴

木

弥

弘

千

葉

正

二

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
佐
野
八
号
十
二
番

地
二

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
清
水
江
百
七
番
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
後
袋
二
号
四
十
番

地
二

遠
田
郡
涌
谷
町
字
砂
田
前
四
十
八
番
地

遠
田
郡
美
里
町
福
ヶ
袋
字
岡
二
番
地

遠
田
郡
美
里
町
字
化
粧
坂
十
三
番
地

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚
字
押
切
西
八
番
地

三遠
田
郡
美
里
町
青
生
字
松
ヶ
崎
七
十
九
番

地大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
竹
谷
六
十
三
番

地大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
西
向
袋
十
八
番

地東
松
島
市
大
塩
字
餅
田
十
三
番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

中

塩

栄

一

繁

泉

勝

弘

直

枝

光

男

須

田

正

明

畑

中　

秀

庄

子

賢

一

菅

野

良

雄

遠

山　

純

原

田

捷

悦

沼

下　

勝

菅

原

憲

男

渡

邉

雅

光

佐
々
木　

信　

男

児

嶋

義

彦

鈴

木

利

幸

高

橋

輝

男

平

吹

俊

雄

片

倉

政

一

今

川

清

一

齋　

藤　

富
士
男

石
巻
市
北
村
字
蛇
ヶ
沢
二
番
地
七

遠
田
郡
美
里
町
大
柳
字
宮
前
四
番
地

遠
田
郡
美
里
町
南
小
牛
田
字
江
の
内
六
十

番
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
千
代
窪
二
号
十
七

番
地
二

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
西
銭
神
三
十
二
番

地遠
田
郡
美
里
町
青
生
字
松
ヶ
崎
五
十
一
番

地遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
待
江
四
十
九
番
地

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
小
台
五
十
九
番

地大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
銭
神
二
百
四
十
二

番
地

遠
田
郡
美
里
町
青
生
字
沼
下
四
十
八
番
地

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
古
館
二
十
九
番

地遠
田
郡
美
里
町
南
小
牛
田
字
江
の
内
百
四

十
一
番
地

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
横
埣
下
四
十
番
地

東
松
島
市
西
福
田
字
堀
切
三
十
八
番
地

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
東
鼡
河
原
九
十

一
番
地
三

遠
田
郡
美
里
町
和
多
田
沼
字
田
沼
屋
敷
四

十
四
番
地

遠
田
郡
美
里
町
字
西
舘
五
十
番
地

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
権
十
郎
二
号
十
九

番
地
一

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
慶
半
四
十
二
番
地

五遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
二
十
六
番
地

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

監

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事



 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
東
田
中
一
丁
目
二
百
四
十
二
番
一
、
二
百
四

十
二
番
十
一
、
二
百
四
十
二
番
二
十
二
及
び
二
百
三
十
八

番
二
の
一
部

　

多
賀
城
市
東
田
中
一
丁
目
二
番
六
号

 

相
澤　

隆
郎　
　
　
　
　
　
　
　

 

相
澤　

正
子　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

木

村

政

美

佐
々
木　

四　

夫

石
巻
市
北
村
字
踏
返
二
十
四
番
地

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
浦
田
上
十
一
番
地

一

監

事

監

事


